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第24回コーデックス連絡協議会  

日時：平成18年10月16日（月）  

14：00／）16：00  

場所：飯野4・5・6会議室  

議 事 次 第  

1．コーデックス委員会の活動状況について  

（1）最近のコーデックス委員会の活動状況について  

・第29回総会  

第28回魚類・水産製品部会  

（2）今後のコーデックス委員会の活動状況について  

・第28回栄養・特殊用途食品部会  

・第15回食品輸出入検査・認証制度部会  

2．その他  

・第6回バイオテクノロジー応用食品特別部会   



コーデックス連絡協議会 委員名簿  

（敬称略 50音順）  

いしいひろゆき  

石井 膵行  

おざわりえこ  

小沢 理恵子   

かすみたかふみ  

春見 隆文   

かどまひろし  

門間 裕   

かんたとしこ  

神田 敏子   

たまきたけし  

玉木 武   

とよだまさたけ  

豊田 正武   

はすおたかこ  

蓮尾 隆子   

はらこうぞう  

原 耕造   

ひらかわただし  

平川 忠   

ほそのあきよし  

細野 明義  

まったにみつこ  

松谷 満子   

やまうらやすあき  

山浦 康明   

わだまさえ  

和田 正江  

味の素（株） 品質保証部 顧問  

日本生活協同組合連合会 くらしと商品研究室長  

日本大学生物資源科学部農芸化学科 教授  

（財）食品産業センター 企画調査部長  

全国消費者団体連絡会 事務局長  

（社）日本食品衛生協会 理事長  

実践女子大学生活科学部 教授  

家庭栄養研究会 副会長  

全国農業協同組合連合会 総合企画部SR事務局長  

日本食品添加物協会 常務理事  

（財）日本乳業技術協会 常務理事  

（財）日本食生活協会 会長  

日本消費者連盟 副代表運営委員  

主婦連合会 参与   



第24回コーデックス連絡協議会 会場配置図  

平成18年10月16日（月）  

14：00／、－16：00  

飯野4・5・6会議室  
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FAO／WHO合同食品規格計画  

第29回 コーデックス総会  

日時   2006年7月3日（月）～7月7日（金）  
場所   ジュネーブ（スイス）  

議 題   





第29回コーデックス総会（CAC）結果概要  

1 開催日及び開催場所   

平成18年（2005年）7月3日（月）～7月7日（金）   

ジュネーブ（スイス）  

2 参加国及び国際機関  

109加盟国、EC、43国際機関が参加。  

3 我が国からの出席者   

農林水産省大臣官房 審議官（兼消費・安全局）   

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 課長   

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国際食品重 宝長   

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 課長補佐   

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課検疫所業務管理室  

衛生専門官   

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国際食品室  

国際調整専門官   

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 主査   

厚生労働省医薬食品局食品安全部 参与   

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課 課長補佐   

農林水産省消費・安全局農産安全管理課  課長補佐   

農林水産省消費・安全局農産安全管理課   課長補佐   

内閣府食品安全委員会事務局評価課 課長補佐   

内閣府食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課 係長  
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主要議題は以下のとおり。  



第29回コーデックス総会結果  

○第3章：規格及び関連文書  

議題4．Partlステップ8、5侶及び5（迅速化手続き）の規格案及び関連文書  

＜穀物・豆類部会（CCCPL）＞  

事項   概要   審議結果   

即席めん規格案   油揚げめん及び非油揚げめんについて規定した  

即席めんの規格案。1999年に規格化の提案を我  
が国が行い、アジア地域調整部会を経て穀物・  

豆類部会において電子メールで作業が進められ  

てきたもの。   

＜食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）＞  

事項   概要   審議結果   

食品添加物のコーデック  GSFAに掲載されている添加物条項と、個別の食  インドからセクション1．2及び3．1について修正の提案が   

スー般規格（GSFA）の前  晶規格に掲載されている添加物を整合化し、コ  あったが、既にCCFACで検討済みとして、改訂案は原   

文改訂案   ーデックスにおける添加物規格の統一を目標と  

したGSFA前文の改訂案。   

食品添加物の国際番号シ  添加物の特定のために用いられる国際的な番号  特段の議論なく、採択された。   

ステム（NS）の修正原案  システムへの追加及び改訂に関する修正原案。   

食品添加物の同一性及び  第65回JECFAにおいて設定された7の添加物及  特段の議論なく 、採択された。   

純度に関する規格   び131の香料の同一性及び純度の規格について  

採択に付された。   

2   



GSFA の食品添加物条項  GSFAに追加するための食品添加物条項案   食品分類02．2．1．2（マーガリン及び類似品），13，1．1（乳児   

用調製粉乳）及び13．1．2（フォローアップミルク）に含  

GSFAの食品添加物条項  GSFAに追加するための食品添加物条項原案   まれる添加物条項については、ファットスプレッド・ブ  

原案  レンドスプレッド規格、乳児用調製粉乳規格及びフォロ  

ーアップミルク規格における添加物条項の完成を待って  

検討を行うこととされたが、米国及びECはこの結論に  

留保を示した。上記以外の食品添加物条項については、  

原案どおり採択された。   

魚中の鉛の最大基準値案  魚中の鉛の最大基準値案として0．3mg／kgが総会  

に勧告された。   

海産二枚貝、頭足類及び精  精米中のカドミウムの最大基準値案として0．4  i）海産二枚貝、頭足類   

米中のカドミウムの最大  mg／kgを、海産二枚貝中のカドミウムの最大基準  ECより、前回のCACにおいて合意された1．Omg／kgより   

基準値案   値案として2mg／kgが総会に諮られた。   高い値（2mg此g）で今回のCACに提案された経緯を明ら  

かにするよう要求があり、CCFAC議長よりCCFACにお  

ける議論について説明がなされた。ECは原案に留保を示  

したが、最大基準値案は原案どおり採択された。  

止）精米  

多数の国が原案に賛意を示したが、数カ国よりJECFAの  

評価結果において食習慣（米の多食）や小児への暴露が  

考慮されていないのではないかという懸念が表明され  

た。この点についてFAO、WHOより説明がなされ、最  
終的に7カ国（エジプト、ホンジュラス、ナイジェリア、  

ノルウェー、カタール、シンガポール及びUAE）の留保  

はあったものの、最大基準値案は原案どおり採択された。   
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堅異類のアフラトキシン汚染の防止及び低減の  

ための実施規範にブラジルナッツに関する記述  

特段の議論なく、採択された。  堅果類のアフラトキシン  

汚染の防止及び低減のた  

⊇めの実施規範の付表原案  l  】   

－ブラジルナッツのアフ  

ラトキシン汚染の防止及  

び低減に関する付則案   

食品及び飼料中のダイオ  様々な経路で食品を汚染するダイオキシン類及  現行案どおり採択された。また、分析・サンプリング法   

キシン及びダイオキシン  びダイオキシン類似PCBの主要な発生源につい  部会に対し、本実施規範のサンプリング及び分析法に関   

類似PCB汚染の防止及び  て、食品や飼料のダイオキシン類及びダイオキ  するセクションを再検討し、改訂の必要性を確認するよ   

低減に関する実施規範案  シン類似PCBを削減する観点から、環境中への  

排出削減対策や食品への汚染低減対策について  

規範を示すもの。   

原子力や放射能に係る緊  既存のガイドライン値（CAC／GL5－1989）を改訂  数カ国より、ヒトの健康への長期影響を考慮すべきとの   

急事態によって汚染され  するもの。①緊急事態のみに適用され、通常の  発言があり、IAEAによる説明が行われた。4カ国（ェジ   

た食品中の放射性核種の  モニタリングの目的には適用されないことを明  プト、マレーシア、シンガポール、スーダン）が留保し   

国際貿易において適用さ  確化、②放射性核種は乳児への影響が特に大き  たが、改訂案は原案どおり採択された。   

れるガイドライン値改訂  いことを考慮し、一般食品と乳児用食品とで   

原案   別々のガイドライン値を設定。   

＜食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）＞  

事項   概要   審議結果   

リスクに基づく輸入食品  リスクを基にした輸入食品の安全管理に係る検  本原則原案で用いられている“basedonrisk”という用語   
の検査のための原則及び  査を遂行するための指針を定めたものであり、  について、現在CCGP において“sciencebased”や“risk   

ガイドライン原案   食品輸入管理制度ガイドライン（CAC／GL  based”といった食品安全に関するリスク分析用語の新し  
47－2003）の付属書として総会に諮られた。   い定義が審議中（ニュージーランドの提案）であるが、  

本原則原案の採択に問題ないとされ、現案どおり採択さ  

れた。インド及びペルーは留保した。   
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インドが実質的な修正を提案したが、総会はすでに部会  

及び作業部会で検討済みであるとし、合意しなかった。  

インドは本決定を留保した。本原案については、0IEか  

らの提案を受けて、パラ1”Thisdocumentshouldbereadin  

coI小mctionwithallrelevantCodextexts．”の末尾に“aswell  

asthoseadoptedbyIPPCandOIEwhereappropriate．”という  

フレーズを追加することにより0IE及びIPPCのテキス  

トへの言及を含むこととし、採択された。本修正につい  

てはチリ、マレーシア及びタイが留保した。  

政府機関が食品検査・認証制度においてトレー  

サビリテイ／プロダクトトレーシングをひとつの  

ツールとして活用する際に考慮すべき原則を定  

めたもの。  

食品輸出入検査・認証制度  

においてツールとして使  

用するトレーサビリテイ／  

プロダクトトレーシング  

の適用のための原則原案  

＜食品表示部会（CCFL）＞  

事項   概要   審議結果   

有機食品の生産、加工、表  食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）での作業  第58回執行委員会は、本改訂案が食品表示部会の前にス   

示及び流通に関するガイ  を反映して、使用可能な食品添加物リストを改  テップ6で回付されなかったため、ステップ6に差し戻   
ドライン：付属書2改訂  訂したもの。   すことを勧告した。総会は本改訂案をステップ6に差し   

案：表3  戻し、食品表示部会で更に検討することに合意した。EC  
及びアメリカは留保した。   

栄養表示に関するガイド  トランス脂肪酸の定義原案に合意し、本定義を・  特段の議論なく、採択された。   

ラインの修正原案：トラン  栄養表示に関するガイドライン（CAC／GL2－1985   

ス脂肪酸の定義   （Rev．1－1993））に収載するもの。   

果実ジュース及びネクタ  左記規格で承認されている加工助剤3剤につい  特段の議論なく、採択された。   

ーの一般規格：加工助剤に  て、アレルギーを引き起こす可能性があること   

関する表示条項   から、食品表示部会において表示することが承  
認され、総会に承認が諮られた。   
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＜分析・サンプリング法部会（CCMAS）＞  

事項   概要   審議結果   

コーデックス規格に含ま  ．果実ジュース及びネクターの一般規格の分析法  ．現行案どおり採択された。総会は、CCMASに対し、先．   
条項及び乳製品規格の分析・サンプリング法の  

リストの更新が第27回分析・サンプリング法部  

会（本年5月）で承認され、総会に承認が諮ら  

れた。  

れる分析法及びサンプリ  

ング法  

進国と発展途上国の両方で用いられる分析法を考慮する  

よう勧告した。  

＜乳・乳製品部会（CCMMP）＞  

事項   概要   審議結果   

チーズのコーデックスー  チーズの一般規格に規定されている製品の定義  特段の議論なく、採択された。   

般規格の修正案   において乳タンパク質の凝固を担保するための  

タンパク質含有量の考え方を明示した修正案。   

無糖脱脂れん乳と植物性  乳成分を非乳成分で代替した、無糖脱脂れん乳  セクション3．1㍑RawMaterial”の1行目の記述を修正の上、   

脂肪の混合品規格案   と植物性脂肪の混合晶規格案。   採択された。   

脱脂粉乳と植物性脂肪粉  乳成分を非乳成分で代替した、脱脂粉乳と植物  セクション3．1“RawMaterial”の1行目の記述を修正の上、   

末の混合晶規格案   性脂肪粉末の混合品規格案。   採択された。   

加糖脱脂れん乳と植物性  乳成分を非乳成分で代替した、加糖脱脂れん乳  セクション3．1“RawMaterial”の1行目の記述を修正の上、   

脂肪の混合品規格案   と植物性脂肪の混合品規格案。   採択された。   

チェダーチーズ規格改訂  乳脂肪の量、個別チーズの詳細（形状、色調等）  「セクション7，2原産国表示」について合意が得られず、   

について分類して作成した、既存規格の改訂案。  ステップ8で留保された。当該セクションについては、  

他の15種類の個別チーズ規格改訂案、改訂原案  

及び規格原案とともに、CCFLにおいて審議され  

たが、「セクション7．2原産国表示」の条項につ  

き合意が得られなかった。このため、CCFLとし  

ては、原産国表示条項がCCFLで承認されなか  

った旨の注釈を付けた上で、本規格改訂案、改  

訂原案及び規格原案を総会に進めることとし、   
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総会において合意が得られればコーデックス規  

格として承認するとされた。  

ダンボチーズ規格改訂案   

乳清チーズ規格改訂案   製造工程別に製品の定義及び必須成分等の規定  

を示した、既存規格の改訂案。   

エダムチーズ規格改訂原  乳脂肪の量、個別チーズの詳細（形状、色調等）  「セクション7．2原産国表示」にっいて合意が得られず、   

について分類して作成した、既存規格の改訂原  ステップ8で留保された。当該セクションについては、  

案。他の15種類の個別チーズ規格改訂案、改訂  
原案及び規格原案とともに、CCFLにおいて審議  

されたが、「セクション7．2原産国表示」の条項  

につき合意が得られなかった。このため、CCFL  

としては、原産国表示条項がCCFLで承認され  

なかった旨の注釈を付けた上で、本規格改訂原  

案、改訂案及び規格原案を総会に進めることと  

し、総会において合意が得られればコーデック  

ス規格として承認するとされた。   

ゴーダチーズ規格改訂原  

案   

ハヴアーティチーズ規格  

改訂原案   

サムソーチーズ規格改訂  

原案   

エメンタールチーズ規格  

改訂原案   

テイルジターチーズ規格  

改訂原案   

サンボーランチーズ規格  

改訂原案   



プロポローネチーズ規格  

改訂原案   

カッテージチーズ規格改  

訂原案   

クロミエチーズ規格改訂  

原案   

クリームチーズ規格改訂  

原案   

カマンベールチーズ規格  

改訂原案   

ブリーチーズ規格改訂原  

モッツァレラチーズ規格  乳脂肪の量、個別チーズの詳細（形状、色調等）   

原案   について分類して作成した、規格原案。他の15  

種類の個別チーズ規格改訂案及び改訂原案とと  

もに、CCFLにおいて審議されたが、「セクショ  

ン7．2原産国表示」の条項につき合意が得られな  

かった。このため、CCFLとしては、原産国表示  

条項がCCFLで承認されなかった旨の注釈を付  

けた上で、本規格原案、規格改定案及び改訂原  

案を総会に進めることとし、総会において合意  

が得られればコーデックス規格として承認する  

とされた。   

デイリースプレッド規格  油脂部会（CCFO）で検討されている「ファット  特段の議論なく、採択された。   

原案   スプレッド及びブレンドスプレッドの規格案」  

との整合性を図るため策定された規格原案。   
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＜栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）＞  

事項   概要   審議結果   

乳児及び年少幼児用の穀  乳児及び年少幼児用の穀物を主原料とする加工  現行案どおり採択された。タイ及びインドは留保した。   

物を主原料とする加工食  食品の規格について、 必須成分、添加物、表示  また、CCNFSDUに対し、タイ、インドから提起された   

品の規格改訂案   等の規定を見直すもの。   事項について検討し、食事、運動及び健康に関するWHO  

のグローバル戦略の勧告を考慮して、セクション3．2、3．3  

及び3．4の改訂の必要性について評価するよう要請する  

ことが合意された。   

＜残留農薬部会（CCPR）＞  

事項   概要   審議結果   

農薬の最大残留基準値案  JMPRでの評価に基づき第38回残留農薬部会（本  採択されたが、deltamethrin（135）、OXydemeton－methyl（166）   
（乾燥チリペッパーの基  年4月）で審議された14農薬のMRL案につい  及びchlorpropham（201）については、EC及びノルウェーが   

準値案を含む）   て、また乾燥チリペッパーに対する44農薬の  

MR⊥案について採択に付された。   

結果の不確かさの推定に  「残留分析におけるGLPガイドライン」に組込  特段の議論なく、採択された。   

関するガイドライン案   むことを目的として策定された、分析結果の不  

確かさの推定に関するガイドライン。   

農薬の最大残留基準値原  JMPRでの評価に基づき第38回本部会（本年4  採択されたが、methiocarb（132）については、EC及びノル   

月開催）で審議された13農薬のMRL原案につ  

いて採択に付された。   

＜食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）＞  

事項   概要   審議結果   

動物用医薬品の最大残留  JECFAでの評価に基づき第16回食品残留動物用  採択されたが、EC及びノルウェーが牛乳中のnichlorfon   

基準値案及び原案   医薬品部会（本年5月）で審議されたpirlimycin  について、アルゼンチンがCypermethrin／alph－CyPermethrin  

等、動物用医薬品4剤のMRL実について採択に  

付された。   
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Part2．採択に掛けられる規格及び関連文書  

＜食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）＞  

事項   概要   審議結果   

GSFAの付表3の修正   付表3（GMPの範囲でいかなる食品にも使用可  

能な添加物の表）の適用から除外される食品分類  

の表を修正するもの。   

GSFAの食品分類中13．6  GSFA食品分類中の13．6「フードサプリメント」  特段の議論なく、採択された。   

「フードサプリメント」   に関して、分類内容の説明を『ビタミン及びミネ   

に関する記述の改訂   ラル補助食品のガイドライン』の定義に合わせて  

修正するもの。   

一覧表Ⅰを含む食品中の  昨年の第28回総会に一覧表Ⅰ（ScheduleI）を  特段の議論なく、採択された。   

汚染物質及び毒素に関す  含めたGSCTFを送付していなかったことから個   
るコーデックスー般規格  別のコーデックス最大基準値及びガイドライン   

（GSCTF）   値を廃止できなかったため、今回の総会において  

採択が求められた。   

議題5．ステップ5の規格原案及び関連文書  

＜食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）＞  

事項   概要   審議結果   

食品添加物のコーデック  コーデックス規格「食品添加物国際番号システ  ICBAからは、機能分類・下位分類中に含まれるべき項目   

ス分類名及び国際番号シ  ム」（CAC／GL36－2003）のセクション2：食品添加  （acid及びflavormodi丘er）が含まれていない、IDFから   

ステムの改訂原案   物の機能分類、その下位分類及び定義について  は、キャリアは添加物や加工助剤と見なすべきではない、  

の改訂原案。   との意見が出されたが、これらについては今後検討され  

るという理解の下、原案どおり採択された。   
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直接消費用アーモンド、へ  直接消費用アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピ  イラン・日本を含む数カ国より、最終的な基準値はJECFA   

ーゼルナッツ及びビスタ  スタチオ中の総アフラトキシンの最大基準値案  による暴露評価結果に基づいて決められるべきであると   

チオ中の総アフラトキシ  を15帽耽gから8帽／kgに変更するもの。   いう発言があり、そのことが理解された上で、原案どお   

ンの最大基準値案  り採択された。   

缶詰飲料及びその他の缶  スズの基準値案を缶詰飲料150mg／kg、その他の  ECよりJECFAによる更なる毒性評価が必要であり、適   
詰食品中のスズの最大基  缶詰食品250mg／kgとするもの。   正な取り扱いで更に低減できる旨、発言があったが、原   

準値原案  案どおり採択された。ECは留保した。   

＜栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）＞  

事項   概要   審議結果   

乳児用調製粉乳及び特殊  健常乳児を対象とした乳児用調整粉乳規格（セ  総会に対して提出された技術的なコメント等について   

医療を目的とした乳児用  クションA）に対し、特殊医療を目的とした乳  は、次回CCNFSDUで検討されるという理解の下、原案   
調製粉乳の規格改訂案  どおり採択された。   

セクションB：特殊医療を  

目的とした乳児用調製粉  

乳   

＜分析・サンプリング法部会（CCMAS）＞  

事項   概要   審議結果   

分析（試験）結果の違いに  輸出国と輸入国で分析結果が異なる場合に生じ  現行案どおり採択された。   

起因する紛争を解決する  

ためのガイドライン原案   

＜乳・乳製品部会（CCMMP）＞  

事項   概要   審議結果   

乳・乳製品モデル輸出証明  「公的証明書の様式と証明書の作成及び発行の  現行案どおり採択された。   

書原案   ためのガイドライン」（CAC／GL38－2001）との整  

合性を図り作成された乳・乳製品の輸出証明書  

の様式。   
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＜残留農薬部会（CCPR）＞  

事項   概要   審議結果   

．農薬の最大残留基準値原  ．JMPRでの評価に基づき第38回残留農薬部会（本  i特段の議論なく、採択された。  

年4月）で審議された2農薬のMRL原案につい  

てステップ5での採択が求められた。  

＜食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）＞  

事項   概要   審議結果   

動物用医薬品の最大残留  JECFAでの評価に基づき第16回食品残留動物用  特段の議論なく、採択された。   

基準値原案   医薬品部会（本年5月）で審議した2動物用医  

薬品のMRL原案についてステップ5での採択が  

求められた。   

食料を生産する動物にお  食品供給目的に飼育される動物に関して、残留  ブラジルがコーデックスの定義に合わせ、“risk－based”で   

ける動物用医薬品の使用  動物用医薬品管理プログラムを確立・導入する  はなく、“basedonrisk”に用語を統一するよう提案した   

に関する食品安全確保の  が、現行案どおり採択された。   

ための国家規制プログラ  

ムの計画及び実施のため  

のガイドライン原案   

＜総会（CAC）＞  

事項   概要   審議結果   

急速冷凍食品の加工及び  本行動規格案に規定されている内容がいくつか  合意に至らず、タイを議長国とする特別部会を設置して   

取扱いに関する国際行動  の部会にまたがることから、第27回総会（2004  検討することとされた。特別部会は会合を1回開催し、2   

規範の勧告改訂原案   年）において、ステップ5 までは文書でのやり  年以内に本行動規範の改訂作業を終了させることとされ  

とりで、また、それ以降はCCFHにおいて検討  

することを決定した急速冷凍食品に関する行動  

規範改訂原案。   
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議題7．規格及び関連文書に関する新規作業及び作業中止の提案   

一新規作業－   

＜バイオテクノロジー応用食品特別部会（TFFBT）＞  

事項   概要   審議結果   

組換えDNA動物由来食品の  組換えDNA動物由来食品の安全性評価の実  新規作業として承認された。   
安全性評価の実施に関するガ  施のためのガイドラインの策定を新規作業  スーダン及びイランが、バイオテクノロジー応用食品が   
イドライン原案   として提案するもの。   ヒトの健康に及ぼす影響について懸念を示す一方、他の  

代表団からは、特に発展途上国において、 消費者の健康   

安全性評価の実施に関するガ  価の実施のためのガイドライン」の付属文書  を保護するためにはバイオテクノロジー応用食品の安全   

イドライン付属文書（枠組み  として、栄養又はヒトの健康に資する組換え  性評価に関する科学的知見が必要不可欠であるとの発言   

文書）原案：栄養又は健康に  DNA植物由来食品の安全性評価実施に関す  がなされた。   
資する組換えDNA植物由来  
食品の安全性評価   

＜食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）＞  

事項   概要   審議結果   

香料の使用に関するガイ  特段の議論なく、新規作業として承認された。   

ドライン   

食品中の汚染物質及び毒  コーデックス内の手続きに係る条項をGSCTF  特段の議論なく、新規作業として承認された。   
素に関する・コーデックス  の前文から除き手続きマニュアルに含めるこ   

一般規格（GSCTF）の前文  と及びGSCTFで使用する食品分類システムの   
の改訂   改正等を含む新規作業の提案。   

ワイン中のオクラトキシ  対象をワインに限定し、ワイン中のオクラトキ  特段の議論なく、新規作業として承認された。   

ンA汚染の防止及び低減  シンの濃度が顕著な地域のみに適用すべきこ   

に関する実施規範   とを明確にした上で行動規範の策定。   
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＜乳・乳製品部会（CCMMP）＞  

事項   概要   審議結果   

クリーム及び調整クリー  クリーム及び調整クリーム規格に使用される  特段の議論なく、新規作業として承認された。   

ム規格の食品添加物リス  

トの修正   

＜残留農薬部会（CCPR）＞  

事項   概要   審議結果   

農薬の優先評価リスト   JMPRに評価を優先的に依頼する農薬のリスト  

の提案。   

食品及び飼料のコーデッ  新たな食品の登場や科学的知見の集積等に伴  特段の議論なく、新規作業として承認された。   

クス分類の改訂に関する  い、食品及び飼料のコーデックス分類を改訂す   

作業の拡張   るための提案。   

＜食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）＞  

事項   概要   審議結果   

動物用医薬品の評価及び  JECFAに評価を優先的に依頼する動物用医薬  特段の議論なく、新規作業として承認された。   

再評価の優先順位リスト  品のリストの提案。   
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＜食品表示部会（CCFL）＞  

事項   概要   審議結果   

有機食品の生産、加工、表  キウイフルーツ及びその他の果実の追熟を目  追熟を目的としたエチレンの使用は有機の生産原則に合   
示及び流通に関するガイ  的としたエチレンの使用を可能とするための  致しないとして、新規作業とすることに反対する国もあっ   
ドラインの修正（ェチレ  当該ガイドラインの修正。   たが、新規作業として承認された。キューバ 、エジプト及   

ン）  びフィリピンは留保した。   

広告の定義   栄養及び健康強調表示に関連する広告の定義  広告の規制は各国で定めるべきとの立場から、新規作業と  
の策定。   することに反対する国もあったが、栄養及び健康強調表示  

に関連する広告の定義であること（一般的な広告の定義に  

まで拡大しないこと）を再度確認した上で、新規作業とし  

て承認された。   

＜分析・サンプリング法部会（CCMAS）＞  

事項   概要   審議結果   

手続きマニュアルに規定  サンプリングの一般ガイドライン（CAC／GL  特段の議論なく、新規作業として承認された。   

されている「コーデックス  50－2004）に合わせ、手続きマニュアル中のサン   

サンプリング手続きの設  プリングの手続きに関する部分の改訂を日本   

定あるいは選択の原則」の  

改訂   

コーデックス分析用語の  第26回総会（2003年）において、手続きマニ  特段の議論なく、新規作業として承認された。   

見直し   ユアル中のコーデックス分析用語の見直しが  

新規作業として承認され、作業が進められてき  

たが、第27回分析・サンプリング法部会（本  

年5月）において、手続きマニュアルから切り  

離し、分析用語のガイドラインとして作成する  

ことが合意され、総会に新規作業として提案さ  

れた。   
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一作業の中止－   

＜食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）＞  

事項   概要   審議結果   

GSFAの食品添加物条項原  27の食品添加物に関する条項案作成の作業を  食品分類02．2．1．2（マーガリン及び類似品）、13．1．1（乳児   
案及び案に関する作業の  中止することについて、総会の承認が求められ  用調製粉乳）及び13．1．2（フォローアップミルク）につい   

中止   た。   ては、議題4での結論に基づき、リストから除外された。  

残りの添加物については、作業を中止することが承認され  

た。   

＜残留農薬部会（CCPR）＞  

事項   概要   審議結果   

コーデックス最大残留基  最大残留基準値（MRL）設定に関する新しい手  CCPRがMRL策定のための新たな迅速化方針に合意した   

準値（MRL）策定手続きの  続きについて検討されていたもの。本件につい  ことを踏まえ、暫定MRLに関する作業の中止が承認され   

修正原案（暫定MRLsの策  ては、第38回残留農薬部会（本年4月）にお  た。   

定関係）   いて、既存の手続き（ステップ5／8）を活用す  

ることで合意され、その旨、「残留農薬部会に  

適用されるリスク分析の原則案」の中に記述す  

ることとされた。   
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資料4－（3）  

○ハ■ィォテクノロシ÷一応用食品（日本）  

○抗菌剤耐性（韓国）  

○急速冷凍食品加工取扱（タイ）  

○乳・乳製品（ニューシヾ－ランド）  

○加工果実・野菜（米国）  

○魚類・水産製品（ルウェー）  

○油脂（英国）  

○生鮮果実・野菜（メキシコ）  

●糖類（英国）  

●穀物・豆類（米国）  

●植物タンパク質（カナダ）  

●けユラル・ミネラル・ウオーター（スイス）  

●ココア製品・チ］コレート（スイス）  

●食肉衛生（ニューシナーランド）  

○アジア  

○アフリカ  

○ヨーロッパ  

○ラテンアメリカ・カげ海  

○近東  

○北ア刈カ・南西太平洋  

○一般原則（フランス）  

○食品添加物（中国）  

○汚染物質（オランダ）  

○食品衛生（米国）  

○食品表示（カナダ）  

○分析・サンデリンクヾ法（ハンガリー）  

○残留農薬（中国）  

○食品残留動物用医薬品（米国）  

○食品輸出入検査・認証制度（豪州）  

○栄養・特殊用途食品（ドイツ）  

注）1．●印の部会は、休会中。  

2．（）内の国は、ホスト国名。  

3．執行委員会は、議長、3副議長、6地域調整国（アフリカ、アシヾァ、ラテンアメリカ・カげ、欧州、近東、北米・南西太平洋）及び7地域代表（アフリカ、アシヾ  

ア、ラテンアメリカ・カげ、欧州、近東、北米、南西太平洋）で構成。  

4．下線部は、第29回総会（2006年）で決定された事項。   



資料4－（4）  

第29回コーデックス総会以降1年間のコーデックス会合及び連絡協議会開催予定案  

会議名  開催時期   

第29回総会  

第28回魚類■水産製品部会  

第13回生鮮果実・野菜部会   

第24回連絡協議会  

第23回加工果実・野菜部会  

第28回栄養特殊用途食品部会  

7月3日（月）～7月7日（金）  

9月18日（月）～9月22日（金）  

9月25日（月）～9月29日（金）   

2006年10月16日（月）   

10月16日（月）～10月21日（土）   

10月30日（月）～11月3日（金）   

11月6日（月）～11月10日（金）   

2006年11月16日（木）   

11月21日（火）～11月24日（金）   

11月27日（月）～12月1日（金）  

12月4日（月）～12月9日（土）   

2007年2月中旬  

り   

2月19日（月）～2月23日（金）  

3月5日（月）～3月9日（金）   

2007年3月下旬  

未定  

4月2日（月）～4月6日（金）  

4月17日（火）～4月20日（金）  

4月24日（火）～4月28日（土）  

4月30日（月）～5月4日（金）   

2007年6月上旬～中旬  

7月2日（月）～7月7日（土）   

（CAC）  

（CCFFP）  

（CCFFV）  

（CCPFV）  

（CCNFSDU）  

第15回食品輸出入検査・証認制度部会  （CCFICS）  

第25回連絡協議会  

第15回アジア地域調整部会  （CCASIA）  

第6回バイオテクノロジー応用食品特別部会（TTFBT）   

第38回食品衛生部会  （CCFH）  

第26回連絡協議会  

第20回油脂部会  （CCFO）  

第28回分析・サンプリング法部会  （CCMAS）  

第27回連絡協議会  

第39回残留農薬部会  

第24回一般原則部会  

第1回汚染物質部会  

第39回食品添加物部会  

第35回食品表示部会   

第28回連絡協議会  

第30回総会  

（CCPR）  

（CCGP）  

（CCCF）  

（CCFA）  

（CCFし）  

（CAC）  



資料5－（1）  

FAO／WHO合同食品規格計画  

第28回魚類・水産製品部会  

日時   2006年9月18日（月）～9月22日（金）  

場所   北京（中国）  

議題  

議題の採択  

コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項  

イワシ及びイワシ類缶詰製品規格の改訂原案：αupe∂ムe月血cむ  

チョウザメキャビアの製品規格案（ステップ7）  

魚類及び水産製品に関する取扱い規範原案（ステップ4）  

括及び生鮮二枚貝の規格原案（ステップ4）  

急速冷凍ホタテ貝柱製品の規格原案（ステップ4）  

くん製魚製品の規格原案（ステップ4）  

ホタテ貝の加工に関する実施規範原案（ステップ4）  

魚類及び水産製品の規格への魚種の追加手続きに関する討議資料  

イワシ及びイワシ類缶詰製品規格中の表示規程の改訂に関する討議資料  

その他の事項及び今後の作業／次回会合の日程及び開催地  

報告書の採択  



資料5－（2）  

第28回魚類・水産製品部会（CCFFP）概要  

1．開催日及び開催場所  

日 時：平成18年9月18日（月）～9月22日（金）  

場所：北京（中華人民共和国）   

2．参加国及び国際機関  

45加盟国、EC、1国際機関（参加総数約140名）   

3．我が国からの参加者  

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部 主任研究官  

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 係員   

4．議論の概要  

主要議題は以下のとおり  

豊福 肇  

今西 保  

議題3 イワシ及びイワシ類缶詰製品規格の改訂原案の検討  

（1）経緯   

rProductDe且nition（製品定義）」の魚種リストに、a呼eabeDtLhckIをイワ  

シとして含めるべきとする意見と、含むべきでないとする意見に分かれ、長年  

討議が重ねられてきた議題であり、今回の部会での合意を目指して審議された。   

（2）会議結果のポイント  

l．productDennition（製品定義）」のセクションに新たな魚種として、aZLPea  

bentihckiが追加された。また、「NameOfFood（食品名）」のセクションについ  

ては、“XSardine”（“x”は製品が販売される国の法律及び習慣に従い、国名、  

地理的な区域、魚種名または魚種の一般的な名称、あるいはこれらの組み合わ  

堂）とすることとされた。本議題については、ステップ5に進めること、さらに  

ステップ6／7を省略してステップ8で採択するよう総会に勧告することとした。  

議題4 チョウザメキャビアの製品規格案の検討  

（1）経緯   

この議題に関しては、ロシアが作成したドラフトを基に審議されてきた。前  

回第27回部会において、 ステップ5に進められたため、今回の部会においては、  

総会で承認された規格案に対する各国からのコメントを踏まえて、テキストの  

改訂作業グループが修正した文書を基に検討がなされた。   

（2）会議結果のポイント   

製品規格案のタイトル及び「SCOPE（適用範囲）」のセクションについては、  

チョウザメ科のみに限定することとされた規格案に対して、ECがワシントン条  

約でのキャビアの定義（チョウザメ目のすべての魚種（ヘラチョウザメ科を含   



む）の魚卵から製造されたもの）に揃えるべきと主張。これに対して、総会で  

承認された”sturgeoncaviar”（チョウザメキャビア）の規格作成に焦点を絞るべ  

きと主張する国もあり、意見の一致には至らなかった。   

食品添加物については、ホウ酸及び4ホウ酸ナトリウムはFAO／WHO合同食  

品添加物専門家会議（JECFA）で一日摂取許容量（ADI）が設定されていないた  

め基準値が設定できないことを確認した上で、食品添加物部会に対し、JECFA  

での評価の優先順位リストに載せるよう要請することに合意した。   

議長提案により本件については、ステップ6に戻し、各国からのコメント募  

集の上、次回部会で議論することとした。  

議題6 活及び生鮮二枚貝の規格原案の検討  

（1）経緯   

第43回執行委員会（1996年）で新規作業として貝類（MolluscanShellfish）の  

規格を作成することが合意され、第23回本部会（1998年）においては、規格の  

対象を二枚貝（bivalvemolluscs）にしぼることが合意された。その後、第25回本  

部会（2002年）において、貝毒についてFAO及びWHOに科学的な助言を求める  

こととされ、2004年9月にFAO／WHO／IOC合同専門家会合（以下、専門家会合）  

が開催された。専門家会合の勧告を踏まえ、本年4月にカナダのオタワで作業部  

会（以下、WG）が開催され、今回の部会では、WGからの勧告を踏まえた検  

討がなされた。   

（2）会議結果のポイント   

「HYGIENEANDHANDLING（衛生、取扱い）」のセクション中、微生物に  

関する規格については、オーストラリアの提案した大腸菌及び糞便大腸菌群の  

規格基準、我が国の提案した腸炎ビブリオの規格基準（100MPN／g）について合  

意された。なお、腸管病原性ウイルスに関する規格案は指標となる微生物及び  

検査法がないことから削除された。貝毒に関する規格値案については、WGの勧  

告を踏まえて提出されたカナダ案が採用された。なお、貝毒に関して我が国が  

事前に提出した、科学的なリスク評価が適切に実施されたものについてのみ基  

準値を策定すべきとするコメントについては、同調国が見られなかったため、  

アザスピロ酸群及びプレベトキシン群の基準値案については、今後さらに毒性  

評価が必要な貝毒とともにFAO／WHOによる再評価を実施するよう要望した。   

「DeterminationofBiotoxins（貝毒の同定）」のセクションについては、専門家  

会合の勧告を踏まえ、同WGの勧告に基づくカナダ提案が採用された。   

本議題については、ステップ5で予備採択するよう総会に勧告することとし  

た。   



資料6－（1）  

mO／WHO合同食品規格計画第28回栄養・特殊用途食品部会  

日時   2006年10月30日（月）～11月3日（金）  

場所   チェンマイ（タイ）  

仮議題  

1．   議題の採択   

2．   コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項   

3．   
栄養強調表示の使用に関するガイドライン：栄養成分表示の条件表案（Part  

B：食物繊維含有量について）（ステップ7）   

乳児用調製粉乳及び特殊医療を目的とした乳児用調製粉乳の改訂規格案  

（ステップ7）  
1．（a）  

セクションA：乳児用調整粉乳改訂規格案  

セクション3：必須成分と品質要件についての作業部会からの提案   

セクションB：乳児向けの特殊医療を目的とした調製粉乳  

1．（b）     （ステップ7）  

食品添加物の項目についての作業部会からの提案   

5．   グルテンフリー食品に関する改訂規格案（ステップ7）   

6．   
乳児及び年少幼児向けの特別用途ノ食品に使用される栄養素配合物の推  

奨リストの改訂原案（ステップ4）   

7．   健康強調表示の科学的根拠についての勧告原案（ステップ4）   

8．   表示を目的とした栄養素参照量の追加及び改訂案に関する討議資料   

栄養・特殊用途食品部会における作業へのリスク分析の適用に関する討議  
9．  

資料   

10．  その他の業務及び今後の作業   

11．   次回の開催日時及び開催地   

12．  報告書の採択  



資料6－（2）  

第28回栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）の主な検討議題  

日時   2006年10月30日（月）～11月3日（金）  

場所   チェンマイ（タイ）  

○ 主要議題の検討内容  

議題3 栄養強調表示の使用に関するガイドライン：栄養成分表示の条件表案  

（Part B：食物繊維含有量について）（ステップ7）   

l‾栄養・健康強調表示の使用に関するガイドライン」において「栄養素含有量  

強調表示」が定義されているが、各栄養素について強調表示をするための条件を  

策定する作業が食品表示部会より本部会に委託されている。タンパク質、ビタ  

ミン及びミネラルについては既に基準が策定されたが、食物繊維については引  

き続き議論されているところである。昨年の第27回会合では、定義において重  

合度を3以上とすること、生理学的特性を新たに特性という項目を設けて記述  

すること等が合意された。今次会合では、食物繊維の量的基準及び定量方法が  

議論の中心となることが予想される。   

我が国では、多くの液状タイプの食品から食物繊維を摂取していること、ま  

た栄養表示基準において液状食品の基準を設定していることから、食物繊維に  

ついても液状食品を対象に含めるべきとの立場で、定量方法については我が国  

で適用されている分析法を考慮し、対処したい。  

議題4 乳児用調整粉乳及び特殊医療を目的とした乳児用調製粉乳の改訂規格  

案（ステップ7）   

乳児用調製粉乳の適用範囲については、第25回本部会において、健常乳児の  

みを対象とするか、乳糖不耐症のような特殊な配慮を必要とする乳児をも含め  

るかについて議論された。その結果、健常乳児に対する調整粉乳を扱うセクシ  

ョン（a）及び乳児用特殊医療用調製粉乳を扱うセクション（b）に分けた規格を作  

成することとされた。今次会合では、成分リスト・品質要件及び食品添加物に  

ついて、それぞれの作業部会が作成した改訂案ならびに各国からのコメントに  

基づいて議論される予定である。   

また、セクション（a）では「第3項必須成分及び品質要件」の窒素換算係数  

について討議される予定であるが、乳タンパク質を成分とした調製粉乳の窒素  

換算係数については、改訂案の6．25にかわり、他のコーデックス規格でも規定  

されている6．38を採用するよう提案したいと考えている。 その他、DHAを初め  

とした脂肪酸組成、アミノ酸組成などについても、特別用途食品の規格、我が   



国で得られた母乳成分のデータ等を考慮し、これらを規格案に反映させる方向  

で対処したい。  

議題7 健康強調表示の科学的根拠についての勧告原案（ステップ4）   

健康強調表示は、栄養素及びその他の成分と健康状態の関係について述べた  

表示のことであるが、その科学的根拠についての勧告原案を作成するよう食品  

表示部会より要請があったことから、作業を開始したものである。昨年の第27  

回本部会において、フランスより勧告原案について説明がなされ、本件に関す  

る当部会の任務は、表示の根拠の実証に必要な科学的根拠の性格を示すことで  

あることが確認された。我が国においては、健康強調表示に関わる制度として、  

保健機能食品制度を運用しているところであることから、我が国の制度との整  

合性も考慮しつつ、各国の取組み状況や国際的な動向等に留意し対処したい。  

議題8 表示を目的とした栄養素参照量の追加及び改訂案に関する討議資料   

本議題では、全ての食品に適用する表示用の栄養素参照量（NRV）を設定  

することについて議論されている。前回、南アフリカを座長とする電子作業部  

会に対し、表示を目的としたNRV作成の原則、異なった集団におけるNRV  

設立の必要性等に焦点を紋って討議文書を作成するよう要請しており、今回こ  

の文書に基づいて議論される予定である。   

我が国の食事摂取基準等を考慮しつつ、各国の発言に留意し対処したい。  

議題9 栄養・特殊用途食品部会における作業へのリスク分析の適用に関する討  

議資料   

各部会において関連する分野に適用するリスク分析の指針を策定すべきとの  

総会の要請を受けて、本部会の行う作業にリスク分析をどのように適用すべき  

であるかを議論するものである。オーストラリアが、本部会におけるリスク分  

析の対象、用語の定義等に関する討議資料を提供している。   

コーデックスで適用されるリスク分析の作業原則や栄養に関するリスク分析  

の特殊性を踏まえた内容の文書が策定されるよう対処したい。   



資料7－（1）  

FAO／WHO合同食品規格計画  

第15回食品輸出入検査・認証制度部会  

日時   2006年11月6日（月）～11月10日（金）  

場所   マル デル プラタ（アルゼンチン）  

仮議題  

議題の採択   

コーデックス総会及びその他の部会・特別部会からの付託事項   

ステップ4における規格原案及び関連文書の検討   

公的証明書の様式と証明書の作成及び発行のためのガイドライン改訂原   

食品の検査認証に係る衛生措置の同等性評価に関するガイドラインの付   

属文書原案   

食品の国際貿易における倫理規範に関する質問についての討議文書   

その他の事項及び今後の作業   

次回会合の日程及び開催地   

報告書の採択  



資料7－（2）  

mO八VHO合同食品規格計画（Codex）  

第15回食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）の主な検討議題  

日時：2006年11月6日（月）～11月10日（金）  

場所：マルデルプラタ（アルゼンチン）  

○ 主要議題の検討内容  

3．ステップ4における規格原案及び関連文書の検討  

（a）公的証明書の様式と証明書の作成及び発行のためのガイドライン改訂原案  

第28回総会で、「電子証明のための原則」（Principles for Electronic  

Certificate）も含め、「公的証明書の様式と証明書の作成及び発行のためのガイ  

ドライン改訂原案」（GenericOfficialCertificateFormatsandtheProduction  

andIssuance of Certificate）を改訂することとされたが、第14回部会では  

議論ができず、本年6月、米国が中心となり我が国も参加した作業部会で作成  

された原案を議論するものである。   

電子証明などの新たな技術の位置付けを行うほか、証明書の偽造についても  

取り上げているとともに、荷ロ（consignment）ごと以外にも、出荷施設リスト  

に基づく一括証明方法などについても取り上げている。   

我が国としても、輸入国として輸入条件が遵守されていることが確認できる  

ものとなるよう対応するとともに、我が国は同時に輸出振興を打ち出している  

ことから、輸出証明について新たな技術を取り入れ、無駄を省く方向性を支持  

する方針で対応したい。  

仏）食品の検査認証に係る衛生措置の同等性評価に関するガイドラインの付属   

文書原案  

第14回部会において、以下の5つ又は6つの項目を一つにまとめることとし、  

本年6月米国が中心となり我が国も参加した作業部会で作成された原案を議論  

するものである。   

①同等性認定の対象となる措置の特定   

②同等性認定のための要請文書   

③同等性認定のための輸出国への現地訪問の条件   

（㊨比較の客観的根拠の決定   

⑤同等性の判断過程における詳細項目   



⑥輸入国による技術支援   

各国の間において、同等性評価の対象を、具体的な措置に限定して検討する  

のか、より広く食品安全システムを含む検討になるのかという考え方の差があ  

るが、我が国としても、このガイドラインがより実効性のあるものとなるよう  

対処したい。  

4．食品の国際貿易における倫理規範についての討議資料  

第22回一般原則部会から、食品輸出入検査・認証制度部会に対し、「輸入又  

は国内で生産され、安全でない又は食用に適さないとされた食品の輸出」の問  

題に本部会で対処できるかが照会された。   

この照会に対し、カナダが中心となって討議文書が作成されており、これを  

基に討議が行われる予定である。   

我が国としては、輸入国としての立場から、これまでも輸出国に対して不合  

格品に関する情報を提供しているところであり、国ごとで食品の安全に関する  

基準が異なることに留意しつつ、本討議が輸出国における衛生対策の向上に資  

するものとなるよう適宜対処することとしたい。   



FAO／WHO合同食品規格計画（Codex）  

第6回バイオテクノロジー応用食品特別部会（TFFBT）について  

平成18年10月16日  

6回特別部会の開催日時及び場所について  

⊂）開催日時 平成18年11月27日（月）～12月1日（金）  

⊂）場  所 幕張メッセ国際会議場（千葉市美浜区）  

2 第6回特別部会において想定される討議内容  

〔）昨年開催された第5回特別部会会合において、本部会が向こう 3年  

間で取り組むべき新たな課題について議論された結果、「組換えDNA  

動物由来食品」や「栄養又は健康に資する組換えDNA植物由来食品」   

の安全性評価を実施するためのガイドラインを策定することで合  

意された。  

〔）その後、それぞれの課題について作業部会を立ち上げ、検討が進め   

られた結果、別添2及び3のとおりガイドラインの原案が取りまと   

められ、先般、この原案について加盟国及びオブザーバー機関の意   

見が求められたところ。第6回会合においては、これらの原案及び   

メンバーから寄せられた意見に基づき、審議されることが想定され  

ている。  

⊂） その他の議題としては、他の国際機関で審議・検討されたバイオ   

テクノロジー応用食品にかかる成果の報告、他のコーデックス部会  

からの報告ならびに各国から提出された新規課題の提案等につい   

て審議されることが想定されている。   



（関連資料）   

● 別添1：第6回バイオテクノロジー応用食品特別部会 仮議題  

． 別添2：組換えDNA動物由来食品の安全性評価の実施に関するガイド  

ライン原案（CL2006／27・FBT）対訳   

● 別添3：組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイド  

ラインの付属文書（枠組み文書）原案：●栄養又は健康に資する組  

換えDNA植物由来食品（CX／FBTO6／6／5）対訳  

※第6回特別部会会合の正式な会議資料（英語・仏語・スペイン語）は、   

以下のサイトでダウンロードすることができます。  

● 英語  くhtt叫が＞   
● フランス語  

くhttp：／／椚坤；M．f．pdf＞   

● スペイン語  

くhttl）：／／www．codexalime11tarius．net／download／reT）Ort！675／btO6 0】s．pdf＞   



第6回バイオテクノロジー応用食品特別部会に関する情   

報・資料（会議資料の日本語仮訳等）は、以下にあります   

厚生労働省のウェブサイトに順次掲載する予定です。  

○厚生労働省 コーデックス・バイオテクノロジー応用食品特別部会  

＜http：／／www．mhlw・gOjp／topics／idenshi／codex／codex・html＞   




